
 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

シンガポール旅行代理店ライセンス申請ガイド 

 

 

 

シンガポール旅行会社・旅行代理店とは、シンガポール国内または国外における旅行、または航空、

海上又は陸上の旅行パッケージを提供する会社または個人のことです。運送サービスのみを提供する

会社（例えばタクシー会社またはトラックで品物を運送する会社）は、当該定義には含まれていません。 

 

シンガポールにおいて旅行代理店を開業する前に、会計企業規制庁（ACRA）に会社登記申請を行わ

なければなりません。設立された会社は旅行代理店を経営するためには、旅行代理店の免許を取得

する必要があります。旅行代理店ライセンスがシンガポール政府観光局（STB）により発行されます。

STB に対してライセンスを申請する前に、会社は特定の義務と要求を満たさなければなりません。 
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1. 旅行代理店ライセンス 

 

シンガポール政府観光局（STB）とは、旅行代理店のライセンスを発行する政府機関です。旅行代理

店を開業するには、STB による旅行代理店ライセンスを取得しなければなりません。旅行業法

（Cap.334）に基づき、旅行代理店の定義は以下のサービスを提供する会社または個人です。 

 

 

 

上述「提供」の定義は、旅行商品の手配・販売活動を含みます。 

 

本条例はシンガポール国内で行われる上記第 1～5 項の任意のサービスのみに適用されます。例え

ば、シンガポール国外においてパッケージツアーを手配・販売する旅行代理店は、そのパッケージツ

アーがシンガポール往復のツアーを含んでいたとしても、旅行代理店ライセンスが不要です。 

 

 

2. 旅行代理店ライセンスの種類 

 

現在、STB は以下 2 種類の旅行代理店ライセンスを提供しています。 
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3. 旅行代理店ライセンスの申請条件 

 

STB にシンガポール旅行代理店のライセンスを申請する前に、以下の要件を満たさなければなりま

せん。 
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4. 旅行代理店ライセンス申請の必要書類 

 

（1）  ACRA から購入した最新の Bizfile 

（2）  商業活動と市場専門化フォーム 

（3）  事業計画書又はビジネスモデル（全面的に旅行代理店の経営業務を紹介するもの） 

（4）  主要エグゼクティブの履歴書（過去の仕事、経験及び資格を含む） 

（5） 主要エグゼクティブのシンガポールの ID カード（NRIC）、EP 又はアントレパスの表面、裏面のコ

ピー 

（6） 主要エグゼクティブの選任に関する取締役会決議書（会社のレターヘッド紙に印刷され、且つ全

取締役によってサインされる） 

（7） 主要エグゼクティブの委任状及び企業実体組織図（ACRA に未登録の取締役のみに適用） 

（8） オフィスの賃貸借契約書及び印紙税納税証明書（契約書に記載される住所をオフィスとして使用

することは批准される必要があり） 

（9）  HDB・URA ホームオフィス計画（Home Office Scheme）による許可（ホームオフィスのみに適用） 

（10） シンガポール信用情報機関（Credit Bureau Singapore）の報告書（独資企業またはパートナーの

みに適用） 

（11） 資本金の入金を反映した最新の銀行取引明細書（会社名及び金額を明記する） 

（12） 設立後 18 ヶ月以上経過した企業（休眠企業を含む）に対しては、最新の計算書類（賃借対照表

及び損益計算書を含む）が必要 

 

5. 旅行代理店ライセンスの申請手続き 

 

すべての旅行代理店ライセンスはオンライン申請をする必要があります。 

（1） 全ての書類は審査・批准を受けるために STB に提出される必要があります。審査・批准の所要

時間は約 1～2 週間です。 

（2）  STB が電子メールを通じて IPA（In-Principle Approval） Letter と呼ばれる仮の承諾書を発行し

ます。 

（3）  IPA レターにはシンガポールの旅行代理店ライセンスの取得に必要なその他の要件が記載され

ます。通常、経営する旅行代理店の賃貸借契約書及び印紙税納税証明書を提出することが要

件とされます。オフィスの賃貸借契約期間は最低 1 年間です。当該オフィスを所有する場合、建

物の所有権を証明する書類の提示が必要です。 

（4） ライセンス申請が承認されると、STB がライセンス料の支払い及びライセンス取得に関する詳細

を電子メールにて送ります。 

 

STB がライセンス申請を承認する前に、旅行代理店の業務を初めてはいけませんのでご注意くださ

い。 
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6. 旅行代理店ライセンスの更新 

 

シンガポールの旅行代理店ライセンスの有効期限は 2 年間です。どの月にライセンスの新規申請を

するにかかわらず、ライセンスの有効期限は翌年 12 月 31 日までです。ライセンスの有効期限が切

れる 1 ヶ月前にライセンス更新を申請する必要があります。 

 

そのうえ、旅行代理店のライセンス保有者は毎年 STB に対して以下の書類を提出しなければなりま

せん。 

 

（1） 事業年度終了後 6 ヶ月以内に、STB の要求に沿って年次報告書（Annual Business Profile 

Returns）を提出する。 

（2） 事業年度終了後 6 ヶ月以内に、監査済財務諸表の副本を提出する 

（3） STB の要求に沿って、指定期限までに旅行代理店に関するその他の資料を提供する 

 

   

啓源のシンガポール事務所は、シンガポール旅行代理店のライセンス申請及びコンサルティングの

サービスを提供しています。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

mailto:info@kaizencpa.com
http://www.kaizencpa.com/

